
(提言の理由)

(1)現在,親権喪失宣告が確定す ると戸籍 に記載 されるが,一般に1戸籍 を 「汚

すJこ とについては心理的抵抗が根強 く,親権喪失宣告が戸籍 に記載 されるこ

とか ら申立てを疇躇 し́た り,あ るいは裁判所が認容 をためらうなどと指摘 され

ている。

(2)親権制限を戸籍に記載することは親権制限の事実を公示す る意味があるが ,

公示は他の方法 (例 えば,成年後見制度のように戸籍 とは異なる簿冊に記載す

る方法な ど)も考えられる。

(3)ま た,財産管理権を制限す る場合 は公示の2、 要性がある程度認 められ るが ,

身上監護権 を制限す る場合は公示の必要性はあま りない (別居中の夫婦の子に

ついて監護者の指定の調停または審判がなされることがあるが,こ れ,に ついて

は戸籍に記載 されないものの,第二者に調停調書または審判書を示す ことで概

ね足 りている。 )。

(4)従 って,親権制限を戸籍に記載 しないよ う制度を改めるべきである。なお ,

具体的な公示方法については,公示が必要な場面を想定 しつつ, さらに検討す

べきである。

7 接近禁止命令の拡大 と司法審査

l 接近禁止命令が可能 となる範囲を拡大し,子が児童福祉法 28条の承認を

ないで施設等に措置されている場合や,一時保護されている場合,子が自立

ている場合,親族等の第二者 と同居 している場合などにも発令できるように

正すべきである。

2 接近禁 止命令に司法による審査を創設すべきである。

(提言の理由)

(1)現行の接近禁止命令は,児童福祉法 28条の承認 を得て施設入所等の措置を採

ってお り,かつ,面会通信 を全部制限す る行政処分がなされている場合に限定 さ

れている (児童虐待防止法 12条の 4)。 しか しなが ら,児童福祉法 28条の承

認 を得ないで施設入所等の措置を採 る場合でも,実際には深亥Jな児童虐待のケー

スは少なくなく,かかる場合にも接近禁止命令が必要 とされ ることがある。また ,

子が一時保護 されている場合や,子が施設等にお らず,例 えば自立 して生活 して

得

し

改
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いた り,親族等の第二者 とともに生活 し́ている場合にも,やは り親の不当な干渉
を避 けるため,接近禁止命令 を要す ることがある。従って,接近禁止命令が可能
となる範囲を拡大 し,子が児童福祉法 28条の承認によらずに施設入所等 をして
いる場合はもちろん,子が一時保護 されている場合や,子が 自立 して生活 してい

た り,親族等の第二者 と同居 している場合にも発令できるように改正すべきであ

るc

(2)接近禁止命令は,親の行動の自由を制限するものであるか ら,司法審査による

ことが望ま しいっただ し,要件や立証のハー ドルを高 くすると利用が困難 となる

ため,具体的な制度設計を行 うときには留意する必要がある。特に,親権の うち

居所 に関す る部分が制限 されているときは,容易に発令できるよ うにすべきであ

る。また,他の親権制限等 と組み合わせて利用することが想定 され るか ら,管轄
は家庭裁判所が望ま しい。

後見人制度

1 未成年後見人に,公的機 関や法人が就任できるようにすべきである。
2 未成年後見人を複数選任できるようにすべきである。

3 未成年後見人の負担や責任 を軽減すべきである。

(提言の理 F拍 )

(1)未成年者に対 して親権を行 う者がいないとき,ま たは親権を行 う者が管理権
をを有 しないときは,未成年後見が開始される (民法 838条 )。 しかしなが

ら,実際には未成年後見人の候補者を見つけることは容易ではない。
その理由としては,

0未 成年後見人は未成年者 と信頼関係を築き,円滑なコミュニケーションが図
れる人物でなければならないが,そのような適任者を見つけることが容易で

はないこと。

② 戸籍の記載により未成年後見人のプライバシー等が明らかになってしまうこ

と。

③ いつたん未成年後見人に就任すると辞任が容易でないこと。

④ 労が大きいにもかかわらず,実際上報酬が期待できないこと.

⑤ 未成年後見人の職務には身上監護も含まれるため (民法857条),未成年
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後見人に就任す る際,将来,場合によつては子を実際に手許に引き取つて養

育 しなければな らない事態を覚悟 しなければな らない と考えられること。

⑥ 子が第二者に対 し不法行為を行つた ときに監督義務者責任 を負 うおそれがあ

ること。

な どが指摘 されている。

(2)現在の未成年後見制度の難点を克服す る最 も有効な方法は,児童福祉法 2条

の趣 旨を具体化 し,国または地方公共団体が子の後見を行 うことであると考え

られ る (公的後見)。 例えば,児童相談所長 も職務 として (従 つて,私人 とし

てではな く)未成年後見人に就任できるとす ることが考えられる。

(3)未成年後見人は,親権者 と同様に身上監護権 を有す るが,実際には未成年後

見人が必ず しも自ら子を引き取つて養育す るわけではなく,児童養護施設等に

入所 させた り,里親に委託 した りするも認められる。従つて,児童相談所長等

が未成年後見人 となった としても,特段の不都合はない。む しろ ,

① 児童相談所長等が職務 として未成年後見人になれば,後見人のプライバシー

等が明 らかになるおそれがないこと。

② 職務 として行 う以上,未成年後見人 としての報酬 を考える必要がないこと。

③ 児童相談所は児童福社の専門機関であるか ら,子に最 もふ さわ しい社会的サ

ー ビスを提供す ることができると解 されること。

④ 子が第三者に対 し不法行為を行っても,未成年後見人が私的に損害賠償義務

を負 うおそれが小 さいこと。

などは,児童相談所等が未成年後見人 となる利点であると考えられ る。

(4)公的後見制度を導入す る際,未成年後見人の行為の法的性質,従前の未成年

後見人に関す る規定の適用の可否等については,なお検討 を要す る。

(5)公的後見制度を導入す る以外に,法人 (例 えば,社会福祉法人等)が未成年

後見人に就任できる制度を創設す ることも考えられ る。

(6)特 に自然人が未成年後見人に就任す る際,その負担が大きいことか ら,そ の

負担を分担す ることができるよ う (例 えば,金銭面の管理 とその他の身上監護

を分けて分担するなど),複 数 を選任できるようにす ることが望ましい。

(7)特 に民間の法人や 自然人が未成年後見人に就任す る際,未成年後見,人 の責任

を軽減する制度や,未成年後見人の負担す る賠償義務を公的に補償する保険制

度などを創設することも必要である。

9 子 どもの意見表明権の保障
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1 親権制限にかかる司法手続においては,少なくとも一定の年齢以上の子につ

いて,意見聴取の機会を保障すべきである。

2 親権制限にかかる司法手続においては,少な くとも一定の年齢以上の子につ

いて,手続に参加できる制度の創設を検討すべきであるcま た,その際,子 が

十分に意見を述べることができるよう代理人を選任す ること1)検討すべきであ

る。

(提言の理由)

(1)親権制限にかかる司法手続において,子は最大の利害関係人であるといって

よい。 さらに,児童の権利に関す る条約 12条 1項は,「締約国は, 自己の意

見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について

自由に自己の意見を表明する権利 を確保する」 と定めている。 よって,子は ,

親権制限にかかる司法手続において,裁判所か らその意見を聴取 され る権利を

保障 されるべきである。

然るに,現行の親権喪失宣告事件の審理において,裁半」所が子の意見を必要

的に聴取すべきとする規定はない
¨
。 この点,実務上は,親権喪失宣告事件の

審理においても,相当幼い子 どもであっても裁判所調査官が意見を聴取 してい

るとい う反論があ り得 る。 しか し,問題 となるのは,子の意見表明権に対 し法

令が どのような姿勢であるのか とい う点であ り,運用上の対応で足 りるもので

はない。児童福祉法 28条の審判において意見聴取を要す るとしつつ,親権制

限の裁判において意見聴取について規定を置かないことは,後者については意

見聴取を要 しない趣 旨とも解釈 されるおそれす らある。

少なくともある程度の年齢以上の子 どもについては,法律に定めるか最高裁

判所規則に定めるかはともかく,子の意見聴取の必要性 を明記す る意義は大き

い と考える。

(2)さ らに,前記のとお り,少なくとも一定の年齢以上の子に親権制限の中立権

を認めるべきであることを前提 とすると,子以外の者が申し立てた事件におい

*6こ れに対

あるときは ,

審半」規則 1

し,児童福祉法 28条の承認手続においては,児童が満 15歳以上で

裁判所は児童の意見を聴取 しなければならない とされている。特別家事

9条 2項。
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ても,少なくとも一定の年齢以上の子に手続参加権 を認めることが,理にかな

うものと思われ る。

申立権の拡大の箇所で述べた とお り,現行法においても満 15歳以上の子は

自ら養子縁組の承諾 を行 うことも可能 とされていることに鑑みると,少なくと

も満 15歳以上の子については,手続参加権 を保障す るのが相当であると考え

られ る。

また,その際には,ま だ未熟な子の手続参加権を実質的に保障す るため,当

該手続 において代理人を選任できなければな らない。なお,子の代理人につい

ては,一般論 としてはさまざまな議論があるところであるが,親権制限とい う

きわめて限 られた手続において導入することについては,制度全体に大きな影

響 を与えるとは考えにくい。

具体的な手続参加の方法や権限,代理人の資格や選任手続 ,費用等について

は,ま だ議論が十分 とは言い難いが,こ のような制度創設に向けて積極的な検

討が期待 される。

親族等による監護者指定の中立

少なくとも親族については ,

できるように制度を改めるべき

自らを子の監護者に指定することを求める

である。

(提言の理由)

(1)子 を親か ら引き離 して生活 させ ぎるを得ない場合にも,児童養護施設等に措

置をした り,里親 に委託す ることが,常に子の最善の利益に合致するとは限 ら

ない。む しろ,子 を案ず る祖父母等の親族がお り,彼 らが子 を養育する意思が

あ り,かつ,養育可能な状況であるならば,血縁関係のある祖父母等の親族に

子を委ねる方が,子の利益に適 うことがある。

(2)現行法においても,子が満 15歳以上であれば, 自ら当該親族 と養子縁組を

す ることで,子が親族 によつて養育 され ることが可能 となる。 しか し,子が満

15歳 に満たない ときは親の代諾が要件 となつているため,親が拒否すればこ

の方法はとれない。そ うすると,残 るは,親族が親の親権喪失宣告を申し立て ,

認容後に自ら未成年後見人 となるべ く選任を申し立てる方法になるが,こ れは

現行の戸籍等の問題 もあつて非常にハー ドルが高い。
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(3)ま た,親権喪失原因は見あた らないが,現実に親族が長期間にわたって子を

養育 ヒ́,了‐の生活 も安定 しているにもかかわ らず,突然に親が引き取 りを求め

るよ うなケースでは,親権喪失宣告制度では子の福祉 を守ることが困難である。

(4)こ のような問題状況を踏 まえ,実務では民法 766条 を類推適用するなどし

て,親族が自らを子の監護者 に指定することを求める途を開いてきた。然るに ,

東京高等裁半J所平成 20年 1月 30日 決定 (家庭裁判月報 60巻 8号 59頁 )

は,かかる事項は家事審半J事項にあた らないと判示 した。

(5)こ のように親族が 自らを子の監護者に指定す るよう求められるかについて ,

実務は混乱を深めている状況にある。 しか し,かかる方法の必要性はすでに述
べた とお りであるか ら,立法的な解決を図るべきである。

11 児童福祉司等による親指導 と司法関与

親に対する指導に司法が関与する制度の導入を検討すべき

(提言の理由)

(1)児童福祉法 27条 1項 2号は,保護者を児童福祉 司等に指導 させ る措置を規

定 しているが,かねてか らその実効性を高める工夫が模索 されてきた。 この点 ,

児童虐待防止法は,保護者 には指導を受ける義務がある旨を明 らかにするとと

もに (11条 2項),指 導に従わないときに都道府県知事勧告を行 う途を設け

(11条 3項),そ れで も指導に従わない親については,児童福祉法 28条の

申立てゃ親権喪失宣告の申立てを行 うよう道筋を付けた (11粂 4項 , 5項 )。

(2)し か ヒンなが ら,都道府県知事勧告の効果には制度導入当初か ら疑間が示され ,

実際に勧告を行った例はほとん どない。また,児童福れL法 28条の申立てゃ親

権喪失宣告の中立てについて も,それ らの要件に照 らし,Z、ず しも親が指導に
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従わない とい うだけで認容 されるものでもない と解 され るか ら
・7,ゃ

は り実効

性が疑問視 されている。

(3)児童福祉司等による親指導については,親の 目には子を奪つた張本人か らの

指導 とうつるため,それだけ感情的反発が強 くなって しまい,真摯に従 うこと

が難 しくなっていると考えられる。

(4)こ れに対 し,公正な第二者である裁判所が,児童相談所及び親の双方か ら意

見を聴 き,一定の指導を行 うこととすれば,前記 (3)の ような否定的感情に陥

る可能性は小 さくなる tノ ,児童福祉法 28条や親権制限の判 llIを 行 う裁判所か

らの指導であるから,従わないと将来いっそ う厳 しい判断が予想 され るので ,

従 う動機付けも得やすい と思わねノる。

(5)当 連合会は,平成 15年 「児童虐待防止法制における子 どもの人権保障 と法

的介入に関す る意見書」において,児童相談所の申立てにより,裁判所が親に

対 して一定の作為不作為を命令,指導す る制度および裁判所が児童相談所の親

への指導を承認する制度等を提言 したが,平成 16年の児童虐待防止法改正に

おいては,いずれも採用 されるに至 らず,児童福祉法 28条 6項 (裁判所によ

る児童福祉法経由の間接的指導)と 児童虐待防止法 11条 3項 (知事による勧

告)が新設 されるにとどまった。

そ して,同改正の結果実現 した裁判所による児童福祉法経由の間接的指導や

知事による勧告が実効性の乏 しい制度であることは,既に述べた とお りである

ことか ら,今回,親に対す る指導に司法が直接関与す る制度を具体的に創設す

べきであることを再度提言する。

(6)な お,いずれ も家事審判手続きにおいて新たな審半」事項を設けることになる

ことから,司法が直接親に対 ヒ/て指導する制度を創設するにしても,親の意見

陳述の機会等,手続上の権利を保障することを前提 とする。

*7例 えば,親に対 し心理カウンセ リングを受けるよう指導 したとす る。 [_れ に従

わなかった としても,児童福祉法 28条の定める 「保護者が,そ の児童を虐待 し,著

しくその監護 を怠 り,その他保護者に監護 させ ることが著 しく当該児童の福祉を害す

る」 とい う要件を満たす保証はない。また,同 じく心理カウンセ リングを受けるよう

な指導に従わなかつた としても,民法 834条 の定める親権濫用または著 しい不行跡

とい う要件を満たす保証 もないのである。
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ちなみに,現状の児童福祉法 28条審判や親権喪失宣告審判において も,親
は意見陳述や資料提出な どの面で実質的に当事者 として処遇 されている。

親権監督人制度の創設

親権監督人制度の創設を検討すべきである。

(提言の理由)

(1)親権の制限はなるべ く避けることが望ま し́い。そ して,親権をそのまま残 し

つつ,よ り平穏な方法で親の親権行使を改善することができれば,親権の制限

を回避す ることができると考えられ る。

(2)そ こで,親権監督人制度の創設を提案す る。

(3)親権監督人は,後 見監督制度に示唆を得たものだが,具体的には裁判所によ

つて選任 され,①親権者 を監督 し,②親権者が親権を行使するにあた り必要に

応 じて親権監督人 と協議するよう義務づけ,③一定の場合に一定の事項 (例 え

ば 日常業務に関す る事項など)について親権 を代行 し,①必要に応 じて裁判所

に対 し親権制限の裁判を申し立てることができる, といった機能を想定 してい

る。 また,親権者 と子の対立関係 を調整す る機能 も想定できる。

(4)児童福祉 司によるケースワークと類似の機能になるが,児童相談所の関与が

期待できないケーース (例 えば,現行法では満 18歳以上の子は,基本的に児童

相談所の対象か ら外れ るため,児童福祉司によるケースワークが期待 しにく

い)について,活用できると考えられるc

(5)具体的な問題,すなわち親権監督人 としてどのような者を想定するか, どの

ように選任するか,具体的な権限をどうす るか,責任 をどうするか,親権監督

人の権限 と親権 との調整 をどうするかなどといった F「

ll題
については,引 き続 き

検討する必要があるc

第 3 行政処分によ り親子分離がなされている場合の親権制限

は じめに

(1)現在,施設入所等の措置を採 られた子に対する親権に関する規定が不十分で

あるため,施設長等の監護に関す る権限 (児童福祉法 47条 2項 )の範囲は ど



こまで及ぶのか (換言すれば,何については親権者の意向を確認 lン ,それを尊

重すべきであるのか),同 権限が親の親権 と衝突す るときは, どちらが優先す

るのか,あ るいは, どのように調整す るのかといつた問題が未解決のまま放置

されている。

(2)さ らに,一時保護に至っては,児童相談所長に監護に関する権限があるのか

どうかについて さえ規定がなく,いわば手つかずになつていると言ってよい。

(3)従 って,子 について一時保護や施設入所等の措置が採 られた場合について ,

親権をめ ぐる法律関係 を整理す る必要がある。

(4)も つとも,親権や監護権 とい う概念は法文上明確な定義がない うえ,論者 に

よつても何が親権ない し監護権に含まれ,何が含まれないのかについて,必ず

しも一致を見ない状況にある。

(5)かかる状況下において,な るべ く紛争を避けつつ,権利関係の調整 を図ると

すれば,①一時保護や施設入所等の措置の効果 として一定の親権制限を法定す

るとともに,②紛争になった場合の司法的解決の方法を明 らかに してお くこと

が肝要であると考えられ る。

(6)一時保護や施設入所等の措置の効果 とヒノて~定の親権制限を法定す る以上 ,

親の権利保障 とい う観点か ら,本来的には司法審査を導入する必要があると考

えられ る。ただ し,特に一時保護については,緊急に行わざるを得ないことが

多 く,事前の司法審査を義務づけると,子の保護に重大な支障をきたすおそれ

がある。 よつて,事後の司法審査で足 りるもの とすべきである。

(7)紛争になつた場合の司法的解決の方法 としては,前記 (6)の 司法審査 との関

係 もあ り, どのよ うなものが適 当であるかについては,検討 を要す る)。

(8)以上のような問題意識から,次の とお り提言する。

2 -時 保護の効果 としての親権制限の明確化

1 -時保護の効果 として,親権のうち,(1)居所に関する部分,(2)日

関する部分が制限されることを明確にすべきである。

2 制限された部分は,児童相談所長が行使するものとすべきであ〉る。

(提言の理由)

(1)現在の実務において,一時保護は親の同意なく行 うことができ,親が子を引



き取 りたい旨を申し出ても,児童相談所はこれを拒否することができると解 さ

れている (平成 9年 6月 20日 付厚生省 (当 時)児童家庭局長通知『児童虐待

等に関する児童福祉法の適切な運用について』)。

(2)一 時保護が行われる理由はさまざまであるが,特に規の意,悪 に反 して一時保

護を行 う場合に限ると,主に,①親 と同居 していては子の福祉 または安全が守

れない と思われ るとき,②子について行動観察その他の調査を行 う必要がある

が,親 と同居 していては親が妨害 した り,あ るいは親の影響下では正 しい調査

ができない ときに集約することができる。 このような場合は,(ア)親 の引き渡 し

請求を拒む必要性が大きい うえ,(イ )一 時保護所または委託先における子の生活

に親が干渉することを防 ぐ必要性が大きい。

(3)一方, 一時保護所で も委託先 (多 くの場合,乳児院や児童養護施設 ,病院

等)においては集団生活が行われることがほとん どであ り,子 もこれ らの施設

において生活す る以上,家庭 とは別の規律に服することとしなければ,全体の

秩序を維持することが難 しく,混乱が生 じるおそれがあるЭ従つて,少なくと

も日常生活の範 ちゅうに含まれる事項については,親の親権は制限されること

が望ま しい。

(4)こ れノに対 し,企面的に親権を制限す るなど過度に親権を制限す ることとする

と,親の権利を十分に尊重 しているといえないばか りか,そ のために一時保護

に対す る同意をためらう親が増加 し,一時保護その ものに支障が生 じるおそれ

もある。

(5)そ こで,一時保護の効果 として,親権の うち,①居 FF「 に関す る部分,② 日常

生活に関す る部分が制限され ることを法文上明確にすべきである。そ して,こ
れ らを超えて親権を制限すべき必要があるときは,原則 として,別途親権の一

部 または全部の制限を行 う手続を履践すべきである。親権の うち制限された部

分については,児童相談所長が行使することとするのが妥当であると思われる。

(6)前記 (5)① の居所に関する部分は,必ず しも民法 821条 の居所指定権 (意

思能力のある子を想定 している。)と 同じものではなく,要するに子が どこで

生活す るかに関する親の権利 をい う。

(7)前記 (5)② の 日常生活に関す る部分 としては,衣食に関す る事項,学校等に

関する事項の うち子の地位の重大な変動を伴わない事項,交友関係に関する事

項,少額の契約,入院や麻酔を伴わず,かつ危険性の低い医療行為 (精神医療

も含む。),病 院か ら処方 された薬や市販薬の服用,予防接種などを想定 して

いる。 この点は,法律において細か く規定す ることにはなじまないと思われる

ため,国がガイ ドラインを設けることで明確化を図ることが期待 され る。



一時保護 について,裁判所による事後審査制度を導入すべきである。

3 -時 保護 と司法審査

(提言の理 由)

(1)一 時保護 により親権の一部が制限 され る以上,一時保護 に対す る裁判所の司

法審査制度 を導入す る必要があるものと考えられる。

その理由は ,

① 親権の制限には基本的に司法審査が必要であるとする以上,一時保護につい

てのみ司法審査を要 しない とす る理屈は成 り立ちにくいこと。

② 児童の権利 に関す る条約 9条 1項は,児童はその父母の意思に反 してその父

母か ら分離 されない とし,その例外 として,「権限のある当局が司法の審査

に従 うことを条件 として」その分離が児童の最善の利益のために必要である

と決定す る場合 を定めてお り,その趣 旨に照 らせば,親の意思に反 した親子

分離には司法審査を要すると解す るのが相 当と思われ ること.

③ 一̂時イ呆護 を行 う児童本目談 FFTと しても, 親が 一日寺保護に反対 し′てい るときには ,

速やかに司法審査を経てこれを正当化す る方が,そ の後に毅然 とし′た対応 を

とることが FJ「能 となると思われること。

な どである。

(2)こ の′は, 一時保護に対 しては現行法でも行政事件訴訟法に基づ く各種行政訴

訟 (仮 の義務付け訴訟や仮の差止め訴訟 を含む。)を行えることか ら),現行法

のままでも司法審査の要件を満た し問題ない とい う立場 もあ り得 る。

しか しながら,行政訴訟を提起することが可能であるか らといつて,司法審

査の要件 を満た した とす るのは疑間である。 さらに,行政訴訟については,次

のよ うな問題がある。すなわち ,

①一時保護 に対す る事後の司法審査 と異な り,行政訴訟の場合は,親が 自ら訴

訟提起を しなければな らないが,一般の親にとつてハー ドルが高い と思われ

る。

②一時保護は,通告や匿名での情報提供など開示になじまない情報に基づいて

行 うことが少なくなく (通告については,通告者 を守る趣 旨か ら,通告者を

特定す る情報の漏洩を禁止す る規定がある。児童虐待防止法 7条),証 拠が



公開される行政訴訟とい う訴訟類型での解決にはなじまないと思われる。
③行政訴訟は,一般的には迅速性に欠ける。

(3)一 時保護が暫定的処分であるから,司法審査を要 しないとする立場もある。
しか しながら,一時保護は 2か月の長期に及び, さらに延長の可能性す らある
のであるから,司法審査を行えないほど短いわけではない。

(4)従 って,一時保護に司法審査を導入するべきであるc

この司法審査は, 一時保護の緊急性に鑑みると,事後審査であるべきである。

すなわち,一時保護がなされた後,一定期間内に親権者から同意が得 られなか
つたときは,親権者が親権を行使できない場合を除き,裁判所の承認を得なけ
ればならないとい う制度を想定 している。裁判所の承認を得 られれば,都道府

県等は引き続き一時保護を継続できるが,承認を得 られなければ直ちに解除し

なければならないとするものである。

このような事後審査であれば,実務に過度の負担を強いることなく,司法審
査の必要性を満たすことができると考えるc

(5)一方,一時保護に事後的にせよ司法審査を導入するにあたっては, さらに以
下のとお り検討を要する課題がある。

① 一時保護は,児童虐待のみならず非行や養育困難等, さまざまな理由により

行われている。そこで,司法審査を行 うとして,児童虐待を理由とする一時

保護 と,そ の他の一時保護を区別 して規定するのか,それとも一時保護全般
に適用する規定を設けるのか,と い う問題がある。

② 前記①においてどちらの立場を取るにせよ,司法審査にあたって,一時保護
の要件をどのように定めるのかとい う問題がある"。

③ 司法審査に親権者や子を参加 させるのか,それとも逮捕状発付のように参加

を認めないのかという問題がある。

① 前記③ と関係するが,不服中立てをどうするのかという問題がある
‐
。

⑤ 現行の一時保護の期間は 2か月とされ, さらに必要があれば延長できること

になっているが,期間を改めるべきか, さらにこの場合は事前審査を要する

とすべきかという問題がある。

*8児童福祉法 33条は,

めるにすぎない。

一時保護の要件 として 「必要があると認めるとき」 と定

*9司法審査を逮捕状発付 と同 じように親や子の手続参加を認めないこととし,親
や子か ら準抗告のような不服中立方法を認めることも考えられる。



⑥ 事後審査 としては,一時保護 の後 , どの程度の期間内に司法審査を求めるベ

きか とい う問題がある。

(6)一時保護 の司法審査が適切に運用 され るよう,家庭裁判所及び児童相談所の

人的設備 の拡充ならびに関係者の十分な理解が求められ る。

4 施設入所等の措置の効果 としての親権市J限の明確化

(提言の理由)

(1)児童福祉法 47条 2項は,「児童福祉施設の長又は里親は,入所中又は受託

中の児童で親権を行 う者又は未成年後見人のあるものについても,監護 ,教育

及び懲戒に関 し,その児童の福社のために必要な措置をとることができる」 と

定めるが,親権 との優劣関係や調整については何 ら触れていない。

(2)そ こで,すでに一時保護の箇所で触れたのと同様に,施設入所等の措置の効

果 として,親権の うち,①居所に関す る部分,② 日常生活に関す る音「分が制限

され′ることを,法文上明確にすべ きである。

(3)制限 された親権 を行使する者 としては,措置権者 としての児童相談所長,ま

たは従前 どお り施設長等が考えられ る。 この点,①児童相談所長 とした方が ,

施設長等が親の抗議の矢面に立つ ことを防げるように思われ ること,②現在 も

施設長等は児童相談所長の了解な く勝手に子を親に引き渡 してはな らない と解

されているが,そ うであれば児童相談所長が制限された親権 を行使するものと

した方が,整合的であること,③施設長等は,児童相談所長か ら委託を受けて

子を養育す るもの と位置づけても,実質的に不都合があるとは思われ′ないこと

な どか ら,児童相談所長に親権 を行使 させ ることも積極的に検討すべきである。

(4)児童福祉法 47条 2項 を改正 し,児童相談所長が制限された親権を行使する

とす ると,同 1項の改正 も検討す る必要がある。

5 -時 保護,施設入所等の間の親指導 と司法関与

1 施設入所等の措置の効果 として,親権の うち,(1)居所に関す る部分,(2)

日常生活 に関す る部分が制限されることを明確 にすべきである。

2 制限 された部分を行使す る者については,さ らに検討すべきである。



児童福祉法 28条 6項 を改正 し,家庭裁判所が親に対 し直接指導を行えるよう

に改めるとともに,一時保護の司法審査においても,同様の指導を行えるように

すべきである。

(提言の理由)

(1)現行の児童福祉法 28条 6項は,家庭裁判所は,都道府県に対 し,親への指

導措置を採 るべき旨を勧告することができると規定す るが,①本来指導を受け

るべきは親なのに,勧告の略宛人は都道府県 (実 際には児童相談所)であるこ

とか ら,いかにも迂遠であるし,②指導に従わないことが更新時に不利益に考

慮 され ることが,親に十分に伝わっていないきらいがある。

(2)従 って,家庭裁判所が,親に対 し直接指導を行えるように改める必要がある。

(3)こ れに対 し,児童福祉法 28条の審判構造に照 らし,当 事者ではない親に対

し家庭裁判所が直接何 らかを命ずるようなことは難 しいとの民′解がある。

しか し,現状を鑑みるに児童福祉司による親の指導には限界があると言わざ

るを得ず,司法に対する期待は大きい。 当連合会は前述の とお り,平成 15年
意見書において司法の関与による親の指導の制度を提言 しているが,一時保護

の司法審査においても,親への手続き保障を設定 した上で,司法機関による親

の指導がな しうる制度の構築が図 られ るべきである。

児童相談所等 と親権者 との紛争解決

親が児童相談所長の親権行使について異議がある場合,そ の紛争解決の手段を

設けるべきである。

(提言の理由)

(1)一時保護中や児童養護施設入所中は,児童相談所長ない し施設長が親権の う

ち 日常生活に関す る部分を行使す るとしても,実際上は,あ る事項が 日常生活

に関す る部分に含まれるのか,それ ともそれを超える部分に含まれ るのか,疑
義が生 じることがあ り得る。
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(2)こ のよ うな紛争解決には,①行政訴訟を利用す る方法,②民法 766条 を類

推適用 して監護 に関す る紛争 として家庭裁半」所の調停または審判で解決す る方

法な どが考えられる。

どのような方法が適 当であるかについては,い つそ うの検討を待たざるを得

ない として,いずれにしてもかかる紛争 を解決する道筋を用意する必要がある。

‐上




